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は じ め に

現在、日本では世界でも類を見ない速さで高齢化が進

行しています。特に令和６年（２０２５年）には、いわ

ゆる団塊の世代が７５歳以上（後期高齢者）となること

から、福祉ニーズの急激な増加が見込まれています。ま

た、出生数も微減傾向にあり、人口減少・少子化も進行

していることから、これらの人口構造の変化に対する体

制整備は喫緊の課題です。さらには、人々の暮らしや地

域のあり方の多様化が進み、地域や世帯、そして個人が有する課題は複合的な

ものとなっており、従来の単一の制度やサービスだけで解決することが困難に

なってきています。

このような社会情勢を踏まえ、国においては、地域包括ケアシステムの強化

のための介護保険法等の一部を改正する法律により社会福祉法を改正し（平成

３０年４月１日施行）、地域共生社会の実現に向けた地域づくり・包括的な支援

体制の整備を目指すこととなりました。

本市においては、総人口及び年少人口は今後も微増傾向を示し、少子化の影

響は見られない一方、高齢者人口は大幅な増加が見込まれており、高齢化が着

実に進行する推計となっています。そのため、ダブルケアや８０５０問題など、

世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、体制

整備に取り組んでいく必要があります。

第四次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画では、

従来から取り組んできた施策をさらに推進することに加え、時代の変化により

表出した新たなニーズに対応する施策を定めました。これらの施策に取り組ん

でいくことで、地域共生社会の実現に向けた地域づくり・包括的な支援体制の

整備を推進していきます。

結びに、第三次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計

画推進委員会の委員の皆様をはじめ、計画の策定にあたり貴重なご意見をいた

だきました関係機関、関係団体の方々、そして市民の皆様に心より御礼申し上

げます。

令和２年３月

和光市長
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は じ め に

平成３０年４月に改正社会福祉法が施行され、「我が

事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定するとともに、

地域共生社会の実現に向けた地域づくり・包括的な支援

体制の整備を目指すこととされています。また、国連で

採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、人類

が将来に渡って持続可能な社会を構築していくための万

国共通の取り組みであるといわれております。

このような、多様化する社会の中において、地域住民

等の参加を得て目標を設定し、計画的に整備するために、社会福祉法や関係機

関等の動向を勘案し、第三次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域

福祉活動計画に引き続き、一体となった第四次計画を策定するものであります。

我が国では、急激な少子高齢化に向けて現役世代人口が減少するとともに、

核家族化の進行による社会構造や社会制度が変化し、複雑・多様化する社会の

中で幅広い福祉施策が求められております。

このような社会情勢の中「地域課題を解決するための 自助・互助・共助・

公助を基本とした 地域福祉を推進するまちづくり」を基本理念とし、具体的

な地域福祉活動計画による推進に努めてまいります。

和光市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な組織として「住民ニ

ーズ基本の原則」や「住民活動主体の原則」に則り地域共生社会の実現に向け

た地域づくりに努めてまいります。

この計画を具現化するためには、市民・市・社協が一体となって推進するこ

とが必要であり、定期的な進捗状況の把握や情報共有をし、円滑で確実なチェ

ック体制を整えることで、充実した福祉のまちづくりに努めてまいります。

和光市社会福祉協議会の理念であります『“～ＷＩＴＨ～今日より素敵なあし

たのために～”』のもと、第四次和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画を基本

に事業の推進に努めてまいります。

結びに、この計画の策定にご尽力賜りました推進委員会の皆様をはじめ、そ

れぞれの立場でご協力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。

令和２年３月

社会福祉法人 和光市社会福祉協議会 会長 木田 亮
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